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１番 橋 口 裕 二 ２番 長 友 順 子 ３番 新 垣 吉 男

４番 井 尻 惠 雄 ６番 　森　　　信　幸 ７番 河 野 博 子
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１７番 河　野　　伊栄雄 １８番 樽 見 一 寛

５番 湯　地　　二三夫 １３番 黒 木 正 行

５　議事日程

第１ 　　諸報告

第２ 　　会議録署名委員の指名

第３ 　　会期の決定

第４ 議案第１号 空き住宅に付随した農地指定の承認について

第５ 議案第２号 農地法第３条の規定による申請の許可について
第６ 議案第３号 農地法第４条の規定による申請の承認について
第７ 議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について
第８ 議案第５号 農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について
第９ 議案第６号 農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について

第１０ 　　その他（合意解約、行事予定）

６番 　森　　　信　幸 ７番 河 野 博 子

事務局長 三 好 益 夫 補　佐 岩 切 拓 也 係　長 川 崎 恵 美

主　査 別　宮　　愛 主　事 清 亜 朱 沙

６　会議録署名委員

７　職務のため出席した者の氏名

２　場　　所

３　出席委員

４　欠席委員　　　　　

川南町役場　第１会議室

川南町農業委員会　総会議事録

１　日　　時 令和４年１月２８日（金） 開会　　午前　９時００分

閉会　　午前１０時１５分
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項目 発言者 内容

あいさつ 議長 皆様、おはようございます。
それでは、１月の定例総会を始めます。

諸報告 議長 【日程第 １】　「諸報告」を議題とします。諸報告を局長が行
います。

局長 議長、局長。

それでは、１月の諸報告をさせて頂きます。
７日、農家相談日でした。
後ほど、担当委員の御報告をお願いします。
同じく７日、賀詞交歓会が予定されていましたが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響で中止となりました。
１２日、あっせん会を開催しました。
後ほど、担当委員の御報告をお願いします。

１８日、４・５条現地調査検討会、第２小委員会を開催しまし
た。

２０日に開催予定の川南町農業委員会先進地研修及び２５
日に開催予定の川南町農業者年金受給者協議会グラウン
ドゴルフ大会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中
止となりました。

本日、１月定例総会であります。

総会終了後、意見交換会及び非農地判断現地調査を予定
しておりましたが中止とさせて頂きます。

総会終了後に第３会議室にて認定審査会が開催されますの
で、会長と副会長は御出席をお願いいたします。

以上でございます。

報告

農家相談 議長 農家相談について、担当委員の報告をお願いします。

１８番 議長、１８番。
１月７日、午前９時より役場第３会議室で９番委員と農家相談
を行いました。相談件数は、０件でしたが、まちづくり課から１
件相談がありました。

＜農家相談　報告＞
報告

あっせん会 議長 あっせん会について、担当委員の報告をお願いします。

７３号１番 １７番 １月１２日、午前１０時３０分より役場第３会議室で輪番委員
の９番委員とあっせん会を行いました。

川南町農業委員会　１月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

場所は、日当たりの良い平坦な茶畑になります。金額の差
額が大きくて何回か聞き取りを行い、最後は金額を刻みなが
ら併せていき、協議の結果１反あたり５８万円となりましたが、
振興公社の予定金額を上回ったため一度持ち帰り、再審査
され許可されました。

議長 諸報告が終わりましたが、承認することでよろしいでしょうか。

４番 議長　４番
予定金額を上回ったとういことですが、どういうことですか。

１７番 議長　１７番
振興公社の方にどういう感じで査定金額を決めているのか
確認したところ、受人の希望額が１反あたり４５万円だったと
いうことで、それにプラスして５０万円で査定を行ったそうで
す。５８万円で成立したので８万円上回ったということで一度
持ち帰って協議しないと返事ができないということでした。私
も思ったのですが、周りの農地が５０万から６０万円で動いて
いるので、できたら自分たちも振興公社と話し合いをした方
がいいのではと感じました。

議長 前の回でもあったのですが、買い手と振興公社だけで話をさ
れるので現状が見えていない感じがします。委員会にも通し
てもらうとこれくらいが相場だと伝えられるのでは思います。

１７番 今回はOKが出たから良かったのですが、出なかった場合は
不成立になってしまいます。

議長 振興公社に要望として挙げていきたいと思います。
外にありませんか。諸報告は、承認することといたします。

会議録署名
委員指名

議長 【日程第 ２】　「会議録署名委員の指名」でございますが、本
日は、６番　森　信幸委員、７番　河野　博子委員を指名い
たします。

会期の決定 議長 【日程第 ３】　「会期の決定」でございますが、本日１日限りと
したいと思いますが、御異議はありませんか。

（異議なしの声）

議長 本日１日限りといたします。
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項目 発言者 内容

議案第１号 議長 【日程第 ４】 　議案第１号
空家 「空き住宅に付随した農地指定の承認について」　を議題と

いたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第１号

「空き住宅に付随した農地指定の承認について」　その提案
理由の説明を申し上げます。

本議案の申請件数は、１件でございます。

申請人、地番、地目、地積及び当該空き住宅は別紙記載の
とおりでございます。

担当委員の補足説明を頂きまして、御審議の上、御承認い
ただきます様、よろしくお願い申し上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明を頂き、審議を進めてまいります。

１号。

１号
補足説明

事務局 議長、事務局。
初めに事務局から補足説明をさせていただきます。
この議案は、昨年７月総会で決定していただいた川南町空
き住宅に付随した農地の別段面積取扱要綱に基づく申請
になります。この要綱は、遊休農地の解消及び新規就農に
よる定住促進を目的として定められたもので、まちづくり課所
管の空き住宅バンクに登録されている住宅に付随している
農地については５反要件を満たしていなくても農地の権利
移動が可能になるものです。今回の指定が承認されました
ら、今後、空き住宅を購入された方への農地法第３条の所
有権移転の申請が行われる予定です。

１３番委員に替わりまして、　１号について補足説明いたしま
す。内容は、記載のとおりです。場所は、東小学校の北東に
ある宮崎ガスの太陽光発電所や宮崎インダストリーの豚舎の
横になります。申請農地は、当該住宅に隣接し、集団的農
地の一部にはなりますが、集団の一番端にあたり、現在耕作
されていない状態です。川南町空き住宅に付随した農地の
別段面積取扱要綱第４条第1号の適用条件の空き住宅に付
随した農地が遊休化している又は遊休化するおそれがあり、
かつ、当該農地等の周辺の農地の農業上の効率的かつ総
合的な利用の確保に影響を与えないと判断されます。
調査しましたが、何ら疑義な点はございませんでした。ご審
議よろしくお願いします。

川南町農業委員会　１月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

議長 1号について、事務局の補足説明が終わりました。御意見、
御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
1号については、承認する事にいたします。
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項目 発言者 内容

議案第２号 議長 【日程第 ５】　議案第２号
３条許可 「農地法第３条の規定による申請の許可について」　を議題

といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第２号

「農地法第３条の規定による申請の許可について」　は、本
議案の許可申請件数は、１件でございましたが、取り下げと
なりました。

川南町農業委員会　１月定例総会
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項目 発言者 内容

議案第３号 議長 【日程第 ６】 　議案第３号
４条承認 「農地法第４条の規定による申請の承認について」　を議題

といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第３号

「農地法第４条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。

本議案の承認申請件数は、１件でございます。

申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。

調査担当第２小委員会の委員長報告並びに担当委員の補
足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきます様、
よろしくお願い申し上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第２小委員会の委員長報告を求めます。

委員長報告 ６番 議長、６番。
第２小委員会の委員長報告を行います。
１月１８日午前９時より、第３会議室にて事務局からの説明を
受けた後、現地確認を行いました。１号は、既に農業用倉
庫、資材置場になっておりますので始末書条件で許可相当
と判断しました。詳しくは、担当委員の補足説明を受けて御
審議ください。

議長 第２小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

１号。

１号
補足説明

１２番 議長、１２番。
１号について補足説明いたします。
内容は記載のとおりです。１０年ほど前に規模拡大した時に
以前から使っていた倉庫の西側に設置されていました。申
請する農地の区分は、農業振興地域整備計画において、農
用地等として利用すべきとして定められた農地のため農用
地区域内農地と判断されますが、農用地利用計画において
指定された用途に供する場合であるため立地基準を満た
し、かつ一般基準を満たすため許可相当と判断されます。
始末書の提出もありますので追認できると判断されます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

川南町農業委員会　１月定例総会

7



項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

議長 1号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

４番 議長、４番。
始末書の件が良く出てくるのですが、無断転用をなくすため
に農業委員会ももっと広報していく必要があるのでは思いま
す。

議長 言われる通り、普段から広報もしながら改善していきたいと
思います。ほかにありませんか。
ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
1号については、承認する事にいたします。
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項目 発言者 内容

議案第４号 議長 【日程第 ７】 　議案第４号
５条承認 「農地法第５条の規定による申請の承認について」　を議題

といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。
議案第４号
「農地法第５条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。

本議案の承認申請件数は、１件でございます。
申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。

調査担当第２小委員会の委員長報告並びに担当委員の補
足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきます様、
よろしくお願い申し上げます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第２小委員会の委員長報告を求めます。

委員長報告 ６番 議長、６番。
第２小委員会の委員長報告を行います。

１月１８日午前９時より、第３会議室にて事務局からの説明を
受けた後、現地確認を行いました。１号は、倉庫と風呂場が
建っており、始末書条件で許可相当と判断しました。内容に
ついては、担当委員の補足説明を受けて御審議ください。

議長 第２小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

１号。

１号
補足説明

６番 議長、６番。
１号について補足説明いたします。

内容は記載のとおりです。買い手は、漁師さんで漁具倉庫も
建てるということで５００㎡を超えています。集団的に存在す
る農地その他良好な営農条件を備えている農地であるという
ことから第１種農地と判断されますが、住宅その他申請に係
る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活又は
業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであ
り、第1種農地以外の周辺の土地に設置することによっては
その目的を達成することができないと認められる場合である
ことから不許可の例外になると思われます。始末書の提出も
ありますので追認できると判断されます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いいたします。

川南町農業委員会　１月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
1号については、承認する事にいたします。
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項目 発言者 内容

議案第５号 議長 【日程第 ８】 　議案第５号
集積（所有権 「農用地利用集積計画（所有権移転）の決定について」　を

議題といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。

議案第５号

「農用地利用集積計画(所有権移転)の決定について」　そ
の提案理由の説明を申し上げます。

この議案は、農業経営基盤強化促進法、第１８条第１項の規
定により、別紙、農用地利用集積計画の決定を求めるもの
でございます。

本案件の申請件数は、４件でございます。

申請人、該当農地、所有権移転の内容及び耕作する者の
農業経営状況は、別紙記載のとおりでございます。

担当委員の補足説明を頂きまして、御審議の上、設定され
た集積計画の御決定を頂きます様、よろしくお願い申し上げ
ます。

議長 提案理由の説明が終わりました。

担当委員の補足説明を受けて審議を進めていきます。

１号。

１号
補足説明

事務局 議長。事務局。１３番委員に替わりまして１号について補足
説明いたします。

内容は、記載のとおりです。
譲受人と譲渡人は親子で、生前一括贈与になります。新垣
委員にも現地の確認をしていただきました。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いします。

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１号については、決定する事にいたします。
次に、２号。

２号
補足説明

１７番 議長、１７番。
２号について補足説明いたします。

川南町農業委員会　１月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

内容は、記載のとおりです。特例事業の一時貸付の終了に
よる売買になります。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いします。

議長 ２号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２号については、決定する事にいたします。

ここで、７番委員の退室を求めます。

　　＜　７番委員退室　＞

次に、３号。

３号
補足説明

１５番 議長、１５番。
３号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。相対にて成立したものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いします。

議長 ３号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
３号については、決定する事にいたします。

ここで、７番委員の入室を許可します。

　　＜　７番委員入室　＞

次に、４号。

４号
補足説明

１７番 議長、１７番。
４号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。今回、あっせんにあがった特例
事業の一時貸付の売買になります。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。ご審議よろ
しくお願いします。

議長 ４号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
４号については、決定する事にいたします。
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項目 発言者 内容

議案第６号 議長 【日程第 ９】 　議案第６号
集積（利用権 「農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について」　を

議題といたします。提案理由の説明を局長が行います。

提案理由 局長 議長、局長。
議案第６号

「農用地利用集積計画（利用権設定）の決定について」　そ
の提案理由の説明を申し上げます。

この議案は、農業経営基盤強化促進法、第１８条第１項の規
定により、別紙、農用地利用集積計画の決定を求めるもの
でございます。

本案件の申請件数は、２３件でございます。

申請人、該当農地、設定する利用権及び借り手の経営状況
は、別紙記載のとおりでございます。

担当委員の補足説明を頂きまして、御審議の上、設定され
た集積計画の御決定を頂きます様、よろしくお願い申し上げ
ます。

議長 提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明を受けて審議を進めていきます。
１号。

1号
補足説明

１７番 議長、１７番。
１号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１号については、決定する事にいたします。

次に、２号。

２号
補足説明

７番 議長、７番。
２号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

川南町農業委員会　１月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ２号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２号については、決定する事にいたします。

次に、３号。

３号
補足説明

３番 議長、３番。
３号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ３号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
３号については、決定する事にいたします。

次に、４号。

４号
補足説明

９番 議長、９番。
４号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ４号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
４号については、決定する事にいたします。
次に、５号。

15



項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

５号
補足説明

１０番 議長、１０番。
５号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ５号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
５号については、決定する事にいたします。

次に、６号。

６号
補足説明

１０番 議長、１０番。
６号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ６号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
６号については、決定する事にいたします。

次に、７号。

７号
補足説明

６番 議長、６番。
７号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。
貸し手と借手予定者は親子になります。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ７号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
７号については、決定する事にいたします。

次に、８号。

８号
補足説明

１４番 議長、１４番。
８号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ８号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
８号については、決定する事にいたします。

次に、９号。

９号
補足説明

１４番 議長、１４番。
９号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ９号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
９号については、決定する事にいたします。

次に、１０号。

１０号
補足説明

１４番 議長、１４番。
１０号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

17



項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １０号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１０号については、決定する事にいたします。
次に、１１号。

１１号
補足説明

１４番 議長、１４番。
１１号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。
調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １１号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１１号については、決定する事にいたします。
次に、１２号。

１２号
補足説明

１４番 議長、１４番。
１２号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １２号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１２号については、決定する事にいたします。

次に、１３号。

１３号
補足説明

１４番 議長、１４番。
１３号について補足説明いたします。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １３号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１３号については、決定する事にいたします。

次に、１４号。

１４号
補足説明

１４番 議長、１４番。
１４号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。中間管理事業によるものです。

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし
ていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １４号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１４号については、決定する事にいたします。

次に、１５号。

１５号
補足説明

７番 議長、７番。
１５号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。農業経営基盤強化促進法第１８
条第３項の各要件を満たしていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １５号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１５号については、決定する事にいたします。
次に、１６号。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

１６号
補足説明

２番 議長、２番。
１６号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。農業経営基盤強化促進法第１８
条第３項の各要件を満たしていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １６号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１６号については、決定する事にいたします。

次に、１７号。

１７号
補足説明

９番 議長、９番。
１７号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。農業経営基盤強化促進法第１８
条第３項の各要件を満たしていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １７号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１７号については、決定する事にいたします。

次に、１８号。

１８号
補足説明

１８番 議長、１８番。
１８号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。農業経営基盤強化促進法第１８
条第３項の各要件を満たしていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １８号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１８号については、決定する事にいたします。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

次に、１９号。

１９号
補足説明

１４番 議長、１４番。
１９号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。農業経営基盤強化促進法第１８
条第３項の各要件を満たしていると考えます。
調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 １９号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
１９号については、決定する事にいたします。

次に、２０号。

２０号
補足説明

１４番 議長、１４番。
２０号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。農業経営基盤強化促進法第１８
条第３項の各要件を満たしていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ２０号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２０号については、決定する事にいたします。

次に、２１号。

２１号
補足説明

１４番 議長、１４番。
２１号について補足説明いたします。

内容は、記載のとおりです。農業経営基盤強化促進法第１８
条第３項の各要件を満たしていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ２１号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会　１月定例総会

議長 全員賛成と認めます。
２１号については、決定する事にいたします。

次に、２２号。

２２号
補足説明

１２番 議長、１２番。
２２号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。農業経営基盤強化促進法第１８
条第３項の各要件を満たしていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ２２号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２２号については、決定する事にいたします。

次に、２３号。

２３号
補足説明

１７番 議長、１７番。
２３号について補足説明いたします。
内容は、記載のとおりです。農業経営基盤強化促進法第１８
条第３項の各要件を満たしていると考えます。

調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よ
ろしくお願いいたします。

議長 ２３号について、担当委員の補足説明が終わりました。御意
見、御質問は、ございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

議長 全員賛成と認めます。
２３号については、決定する事にいたします。
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項目 発言者 内容

その他 議長 【日程第 １０】　「その他」となっています。
何かありませんか。

合意解約 事務局 議長、事務局。
「合意解約」　について、報告いたします。

解約については、売買によるものが１件、中間管理事業への
移行が２件、借り手の変更によるものが１件、所有者が自作
によるものが２件の計６件となります。

議長 「合意解約」について、報告がありました。
他に何かありませんか。

行事予定 事務局 議長、事務局。
「２月の行事予定」　について、報告いたします。

議長 「２月の行事予定」について、報告がありました。
他に何かありませんか。

議長 他に何かありませんか。

議長 すべての議事日程が終了しましたので、以上をもちまして、
令和４年１月の定例総会を閉会いたします。御苦労様でし
た。

川南町農業委員会　１月定例総会
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署　　名　　委　　員

この会議録の内容については、正確であることをここに認め、署名いたします。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

６番

７番

川南町農業委員会　１月定例総会


